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1-1: 結核の入院医療体制の現状

（出典）結核登録者情報システム（肺結核喀痰塗抹陽性患者数・年代別割合）、感染症指定医療機関調査（結核病床を有する医療機関数・病床数）

肺結核喀痰塗抹陽性患者数
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27年 7,131

27年 5,499

27年 222

入院患者数の減少により、結核病床を有する医療機関の結核病棟維持が困難となっている。また、入院
するケースが多い肺結核喀痰塗抹陽性患者の年代別割合において、身体合併症や精神疾患を有するこ
とが多い高齢者の割合が増えている。

●基準病床数

基準病床数は、直近の減少傾向にある入院患者数等を勘案して定めているため、定めた時点では
許可病床数と乖離があるものの、その後病床が廃止されることで乖離が解消されている。

(病床数) (医療機関数)
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1-2: 結核の入院医療体制の課題と解消策
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いわゆる「ユニット化」 （保険局医療課長通知）

病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看
護体制の１単位をもって病棟として取り扱う。
平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を
有する保険医療機関については、一般病棟と結核病棟を併せて
１看護単位とすることができる。
１病棟当たりの病床数については、原則として60床以下を標準
とする。

モデル病床 （結核患者収容モデル事業実施要領）

結核患者収容モデル事業によって指定された一般病床または
精神病床（モデル病床）においては、感染症法による入院の勧
告・措置に対応する医療機関として、次の要件の結核患者の収
容を行うことができるものとする。
(1) 合併症が重症あるいは専門的高度医療又は特殊医療を必要
とする場合

(2) 合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある場合
(3) 入院を要する精神障害者である場合

都道府県は、結核病棟のみならず、結核病棟と一般病棟を併せて一つの看護単位として治療にあ
たる、いわゆる「ユニット化」や、結核患者収容モデル事業による「モデル病床」などを組合せること
で、適切な医療提供体制の構築に努めている。

①入院患者の減少により、結核病床を有する医療機関の
体制維持が困難となっている。

②入院患者のうち、身体合併症や精神疾患を有すること
が多い高齢者の割合が増えている。

少ない入院患者数に応じて、小規模な病
棟でも効率的に運営できる「ユニット化」を
推進してきた。
（全国40施設、計597床で実施）
（平成27年4月時点）

合併症患者の入院診療に対応できる「モデ
ル病床の整備」を進めてきた。
（全国90施設、計422床を指定）
（平成27年4月時点）

モデル病床の内訳

一般病床 精神病床

308床（69施設） 114床（23施設）

（出典）感染症指定医療機関調査（ユニット化病床数・医療機関数、モデル病床数・医療機関数） ※モデル病床の一般病床と精神病床を両方有する医療機関が2施設ある。



本事業は、平成3年5月27日付公衆衛生審議会の意見「結核患者収容施設のあり方につ
いて」及び平成11年6月30日付同審議会の意見「21世紀に向けての結核対策」並びに平成
14年3月20日付厚生科学審議会感染症分科会結核部会報告「結核対策の包括的見直しに
関する提言」の趣旨を踏まえ、結核患者の高齢化等に伴って複雑化する、高度な合併症を
有する結核患者又は入院を要する精神障害者である結核患者に対して、医療上の必要性
から、一般病床又は精神病床において収容治療するためのより適切な基準を策定するた
めにモデル事業として行うものである。

モデル病室に収容する結核患者は、結核の治療が必要な者のうち、次の条件の
1つ以上に該当する者とする。
①合併症が重症あるいは専門的高度医療又は特殊医療を必要とする場合
②合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある場合
③入院を要する精神障害者である場合

【モデル病室で治療する結核患者の要件】

【事業の目的】

結核患者収容モデル事業実施要領（抜粋）
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1-3: 一般病床や精神病床における高度な合併症や精神障害を有する結核患者の治療

高度な合併症や精神障害を有する結核患者の治療のための基準の策定を目的に、こうした患者
の結核治療が可能な一般病床や精神病床を、モデル病床として整備している。



2: 結核の医療提供体制について

⃝ 入院患者数の減少により、結核病床を有する医療機関の結核病棟維持が困難となり、結核病
床を有する医療機関数や結核病床数が減少している。

⃝ 各自治体は、モデル病床やユニット化を組合せて、結核の入院医療体制の維持に努めている。

⃝ 入院するケースが多い肺結核喀痰塗抹陽性患者の年代別割合において、身体合併症や精神
疾患を有することが多い高齢者の割合が増えている。

現状

⃝ 結核病床を有する医療機関数や結核病床数が少ない都道府県であっても、結核病床の病床利
用率は高いわけではない。

⃝ 必要な入院医療の確保が困難になっている自治体もある。

課題

⃝ 都道府県は、引き続きユニット化や病床単位の入院医療体制の確保に努め、病床利用率が低
い都道府県は特に努めることと記載してはどうか。

⃝ 国は、低まん延国化を達成した後の結核の医療提供体制のあり方について、全国の状況を踏
まえて、改めて検討することとしてはどうか。

提案
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都道府県域
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主治医等

専門施設ネットワーク

地域医療連携体制

高度専門施設
（外科治療、多剤耐性対応等）

中核的な病院〈国立病院機構の病院等〉
（多剤耐性、副作用対応等）

地域の基幹病院
（合併症治療を担うモデル病床、感染症指定医療機関など）
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（参考）現行の予防指針における結核地域医療連携体制
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結核病床に係る基準病床数

Ａ
×

Ｂ
×

Ｃ
×

Ｄ
＋１日当たりの当

該都道府県の区
域内における法
第19条及び第20
条の規定に基づ
き入院した結核

患者数

法第19条及び第
20条の規定に基
づき入院した結
核患者の退院ま
でに要する平均

日数

次に掲げる当該
区域における法
第12条第１項の
規定による医師
の届出のあった
年間新規患者
（確定例）発生
数の区分に応
じ、それぞれに
定める数値

１（粟粒結核、結
核性髄膜炎等の重
症結核、季節変
動、結核以外の患
者の混入その他当
該都道府県の区域
の実情に照らして
１を超え１．５以
下の範囲内で都道
府県知事が特に定
めた場合にあって
は、当該数値）

当該都道府県の区
域内における慢性
排菌患者（２年以
上登録されており、
かつ、１年以内に
受けた検査の結果、
菌陽性であった肺
結核患者に限

る。）のうち入院
している者の数

※「医療計画における結核病床の基準病床数の算定について」（平成17年７月19日健感発第0719001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）

基準病床数の算定に当たっては、下記を参酌するとともに、現に利用されている結核病床の数を著しく超えな
いよう留意すること。

0人～ 99人 1.8
100人～499人 1.5
500人～ 1.2

0人～ 99人 1.8
100人～499人 1.5
500人～ 1.2

医療計画において定めるべき結核病床に係る基準病床数については、都道府県の区域ごとに結
核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が
定める数とされている。
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